
​令和８年４月28日​

​市道富丘通線富丘通跨線橋下【自動車駐車場等】入札占用指針​

​１　概要​

​(1) 入札対象施設等​

​道路法（昭和２７年法律第１８０号。以下「法」という。）第３２条第１項第​

​１号及び道路法施行令（昭和２７年政令第４７９号）第７条第９号に定める自​

​動車駐車場、事務所、店舗、倉庫​

​道路法施行令第７条第５号に定める工事用材料置場​

​※自動車駐車場は、平面駐車場を想定しており、立体駐車場は不可とします。​

​※原動機付自転車及び自転車の駐車場は不可とします。​

​※自動車駐車場の運用は月極、時間貸し、自社駐車場を問いません。​

​(2) 道路の占用の場所（資料１位置図及び資料２求積図参照）​

​ア 所在地​

​　札幌市手稲区富丘１条６丁目４番及び５番先並びに11番及び14番先​

​イ 占用面積​

​① ２６３．９３㎡​

​② ３２３．２１㎡​

​③ １４４．７７㎡​

​④ ３２２．７２㎡​

​合計１０５４．６３㎡​

​※上記の各占用場所は、橋脚により区切られています。​

​※４つの区画のうちの１つや２つのみの占用を可とします。​

​(3) 道路の占用の開始の予定時期​

​　　令和８年８月１日（土曜日）​

​(4) 道路の機能又は道路交通環境の維持を図るために入札対象施設等の設置等に伴​

​い求める措置​

​ア　建設局総務部道路管理課及び所在地の区土木部維持管理課（以下「道路管​

​理者」という。）並びに当該地区を管轄する警察署長と協議を行い、安全対​

​策を講ずること。​

​イ　占用物件の整備に伴い、周辺道路の改良（歩道乗り入れ等）が必要な場合​

​は、占用範囲内の工事内容と併せて入札占用計画に記すこと。また、実施に​
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​当たっては、所在地の区土木部維持管理課に対し承認工事の許可を得るこ​

​と。　​

​ウ　既存のフェンスを撤去する場合は、適切な位置に原状回復できるよう、位​

​置把握を行うこと。​

​エ　占用範囲内について、日常的な点検、清掃、除草、除排雪等を行い、良好​

​な状態に保つよう管理すること。​​なお、道路管理者が行う車道のかき分け除​

​雪等により、間口や占用範囲内に雪を堆積することがあるため、必要に応じ​

​て除排雪を行うこと。また、​​不法投棄・落書き等を発見した場合は、適切に​

​処理し、道路管理者へ報告すること。​

​オ　占用物件の設置・運営に際しては、近隣住宅等に対し、騒音等の配慮を行​

​うこと。また、沿道及び周辺住民の理解を得るとともに、苦情等については​

​占用者において適切に対応すること。​

​カ　占用期間中、当該地が本市所有の土地であること、占用許可により物件を​

​設置していることを歩行者から見える場所に掲示すること。​

​キ　道路等に関する点検及び工事に伴う占用物件（車両等の移転も含む）の移​

​転、改築、除却等の費用については占用者で負担すること。また、災害等に​

​より道路管理者が緊急に必要と認めた場合は、占用物件の移転、除却等に速​

​やかに応じるとともに、その費用について負担すること。​

​ク　道路に関する維持管理又は工事を行うために道路管理者及びその受託業者​

​が占用区域内に立ち入ることを妨げないこと。​

​ケ　その他、必要に応じて関係機関等と協議を行うこと。​

​(5) 認定の有効期間​

​　　令和２８年（２０４６年）３月３１日まで（最長）​

​(6) 占用料の額の最低額​

​ア　道路法第３２条第１項第１号及び道路法施行令第７条第９号に定める自動​

​車駐車場​

​880円（１㎡、１年当たり）​

​イ　道路法第３２条第１項第１号及び道路法施行令第７条第９号に定める事務​

​所、店舗、倉庫​

​1,100円（１㎡、１年当たり）​

​ウ　道路法施行令第７条第５号に定める工事用材料置場​

​8,880円（１㎡、１年当たり）​

​※札幌市占用料条例に規定する740円（１㎡、１月当たり）に12を乗じた額​

​エ　アからウの占用物件から複数設置する場合​

​最も金額が高い占用料の額​
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​２　占用入札参加資格​

​(1) 入札占用計画が、入札占用指針に照らし適切なものであること。​

​(2) 入札対象施設等のための道路の占用が、法第３３条第１項の政令で定める基準​

​に適合するものであること。​

​(3) 入札対象施設等のための道路の占用が、道路の交通に著しい支障を及ぼすおそ​

​れが明らかなものでないこと。​

​(4) 入札占用計画の提出者（提出者が法人又は団体である場合は役員その他経営に​

​実質的に関与している者を含む。）が次に掲げる事項のいずれにも該当しない​

​こと。​

​ア　道路占用許可の手続を履行する能力を有しないと道路管理者が認めると​

​き。​

​イ　道路占用料を納める能力を有しないと道路管理者が認めるとき。​

​ウ　法第７１条第１項の規定に基づく監督処分を受けて是正がなされていない​

​とき。​

​エ　法第７３条第１項の規定に基づく督促状により督促をしているとき。​

​オ　暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第​

​７７号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同​

​法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。​

​カ　自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加​

​える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。​

​キ　暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど​

​直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している​

​とき。​

​ク　暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどし​

​ているとき。​

​ケ　暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。​

​コ　その者に道路を占用させることが、公序良俗に反し、社会通念上不適当で​

​あると道路管理者が認めるとき。​

​なお、道路の占用に当たって道路交通法第77条第1項の規定による道路使用許​

​可が必要になる場合は、提出された入札占用計画を基に、施設の配置計画や工​

​事施工の際の道路の規制方法等について、所轄警察署と協議を行います。所轄​

​警察署への事前相談、お問い合わせはおやめください。​

​３　入札占用計画の作成等​

​(1) 入札占用計画の作成要領​

​様式１から５(Ａ４判)により、作成してください。提出された入札占用計画を​

​審査し、入札対象施設等のための道路占用の許可を行うことの可否を判断しま​

​す。​
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​なお、提出された入札占用計画に形式上の不備や要件の不足等がある場合に​

​は、内容の追加、修正を求めることがあります。また、本入札占用指針におい​

​て示した事項以外の内容を含む入札占用計画については、無効とすることがあ​

​ります。​

​ア　様式１から５​

​様式​ ​留意事項​

​入札占用計画(様式１)​ ​①「占用計画期間」の欄には、本入札占用指針に定め​

​られた認定の有効期間内において占用を希望する期​

​間を記載願います。​

​②「占用の期間」の欄には、①の期間に合わせて占用​

​の開始の時期、占用の終了の時期を記載するととも​

​に、５年ごとに占用許可の更新手続が必要となりま​

​すので、それぞれの更新の時期を記載願います。​

​③「添付書類」の欄には、道路の占用の場所、設置す​

​る施設等の構造、工事の内容・実施方法等を明らか​

​にした図面その他の入札占用計画に添付する書類名​

​を記載願います。​

​※既設構造物の撤去や新設構造物がわかるように記​

​載してください。​

​入札対象施設等の設置​

​に伴い必要となる清掃​

​等の措置(様式２)​

​① 施設等の維持管理、安全対策等の実施体制、方法​

​等を記載してください。​

​② 日常的な道路の点検、占用範囲内の清掃等につい​

​て、実施体制、方法等を記載してください。​

​※ 占用入札に参加するための必須事項となりますの​

​で必ず記載してください。その他、道路の維持管理​

​に資する取組があれば併せて記載してください。​

​法人概要(様式３－１)​

​役員名簿(様式３－２)​

​事業の内容、役員の氏名等を記載してください。​

​なお、個人又は団体等の場合は、様式３－１の提出​

​は不要です。様式３－２により、氏名、生年月日等を​

​記載してください。​

​災害等非常時における​

​連絡体制(様式４)​

​占用者(代表者、現場管理者、施設管理者等)及び工​

​事請負事業者(工事責任者、現場監督者等)から道路管​

​理者への連絡体制図を記載願います。​

​暴力団排除に関する誓​

​約書(様式５)​

​記載事項を確認の上、氏名等を記載してください。​

​4​



​イ　添付資料​

​提出書類​ ​留意事項​

​商業登記簿謄本(現在​

​事項全部証明書)​

​発行後３か月以内のもの​

​なお、商業登記をしていない場合は、申請者の住民票​

​の写し(本籍・続柄不要)で発行後３か月以内のもの​

​納税証明書​ ​札幌市税の納税証明書（指名願用）​

​位置図​ ​入札占用指針の資料１​

​求積図​ ​入札占用指針の資料２​

​平面図​ ​設置する施設の配置図、配線図等​

​仕様書​ ​設置する施設の構造に係る資料​

​断面図​ ​設置する施設の埋設基礎に係る資料​

​※仕様書に基礎部分が記載されている場合は省略可​

​工事の実施方法及び​

​工程表​

​① 道路占用に関する工事の実施方法に係る資料​

​② 入札占用計画(様式１)「工事の期間」に係る工事​

​の工程表​

​道路の復旧資料​ ​設置する施設の撤去に伴う道路の復旧方法に関する​

​資料​

​※「道路管理者の指示による」と記載の場合は省略可​

​道路管理者の求める看​

​板内容資料​

​記載事項についてわかる資料​

​※　必要に応じ、上記以外の資料の提出を求めることがあります。​

​(2) 入札占用計画の提出方法​

​ア　提出期限​

​持参の場合：令和８年５月27日（水曜日）　１７時00分まで​

​郵送の場合：令和８年５月27日（水曜日）　まで（必着）​

​期限までに以下の提出先に到達しなかった場合には、いかなる理由をもって​

​も受理しません。​

​イ　提出先​

​〒０６０－８６１１　札幌市中央区北１条西２丁目　札幌市役所６階​

​札幌市建設局総務部道路管理課路政係​

​担当：柴田、竹内​

​電話：０１１－２１１－２４５２​

​ウ　提出方法​
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​　　上記イへ持参又は郵送により提出してください。​

​※持参の場合は事前にご連絡のうえ、お越しください。​

​※郵送の場合は書留郵便又は簡易書留郵便でお送りください。​

​エ　提出部数​

​１部（紙）​

​４　入札までの流れ​

​(1) 担当部局​

​〒０６０－８６１１　札幌市中央区北１条西２丁目　札幌市役所６階​

​札幌市建設局総務部道路管理課路政係​

​担当：柴田、竹内​

​電話：０１１－２１１－２４５２​

​(2) 入札占用指針に関する質問書​

​入札占用指針の内容について質問がある場合には、書面（様式６）にて質問を​

​受け付けます。質問書に対する回答は、市ホームページにて閲覧に供すること​

​とします。​

​閲覧場所：札幌市ホームページ​

​https://www.city.sapporo.jp/kensetsu/dokan/senyo/senyonyusatu.html​

​なお、入札の公平性を確保するため、提出された入札占用計画についての個別​

​の質問等について回答はしかねますので、ご了承ください。​

​ア　質問書の提出方法​

​郵送又は電送によるものとします。​

​イ　提出先​

​〒０６０－８６１１　札幌市中央区北１条西２丁目　札幌市役所６階​

​札幌市建設局総務部道路管理課路政係​

​担当：柴田、竹内​

​電話：０１１－２１１－２４５２​

​Ｅメール：dorokanri-rosei@city.sapporo.jp​

​ウ　質問書の提出期限​

​令和８年７月３日（金曜日）１３時００分まで（必着）​

​ただし、入札占用計画の作成に関する質問については、令和８年５月18日​

​（月曜日）１３時００分まで（必着）​

​(3）入札参加資格の確認通知​

​提出された入札占用計画に基づき、占用入札参加資格の有無を確認し、書面を​

​もって道路管理者から通知します。​

​なお、占用入札参加資格要件を満たしていない者に対しては、理由を付して通​

​知します。​
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​占用入札参加資格要件を満たさない理由について説明を求める場合は、占用入​

​札参加資格確認通知に関する質問書（様式７）に必要事項を記載のうえ、提出​

​してください。​

​ア　入札参加資格の確認通知予定日​

​令和８年６月25日（木曜日）​

​イ　占用入札参加資格確認通知に関する質問書の提出方法​

​　郵送又は電送によるものとします。​

​ウ　提出先​

​〒０６０－８６１１　札幌市中央区北１条西２丁目　札幌市役所６階​

​札幌市建設局総務部道路管理課路政係​

​担当：柴田、竹内​

​電話：０１１－２１１－２４５２​

​Ｅメール：dorokanri-rosei@city.sapporo.jp​

​エ　提出期限​

​令和８年７月３日（金曜日）１３時００分まで（必着）​

​５　入札の実施​

​(1) 入札書の提出​

​占用入札参加資格があることの確認を受けた入札参加者は、本入札占用指針を​

​熟覧のうえ、下記のとおり入札書（様式８）を提出してください。​

​なお、以下の提出期限までに入札書を提出しない方は、本入札に参加すること​

​ができません。​

​ア　提出方法​

​(ア) 持参又は郵送（書留郵便又は信書便に限る。）してください。​

​(イ) 入札書を持参する場合は、封かんのうえ、入札参加者の商号又は名称、​

​代表者名（個人の場合は氏名）、入札占用指針件名を表記し、提出してく​

​ださい。​

​なお、提出に当たっては、占用入札参加資格確認通知を持参してくださ​

​い。​

​(ウ) 郵送により入札書を提出する場合は、表封筒に入札書在中の旨を朱書き​

​し、占用入札参加資格確認通知の写しと封かんした入札書を同封してくだ​

​さい。​

​(エ) 代理人が入札に参加する場合は、入札書に加えて、委任状（様式９）を​

​提出してください。​

​イ　提出期限​

​持参の場合：令和８年７月９日（木曜日）１７時００分まで​

​郵送の場合：令和８年７月９日（木曜日）まで（必着）​

​ウ　提出先​

​〒０６０－８６１１　札幌市中央区北１条西２丁目　札幌市役所６階​
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​札幌市建設局総務部道路管理課路政係​

​担当：柴田、竹内​

​電話：０１１－２１１－２４５２​

​(2) 入札にあたっての注意事項​

​ア　入札書の住所、商号又は名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けて​

​いる場合はその代理人が記載、押印してください。​

​イ　入札済みの入札書は、いかなる理由があっても、書き換え、引き替え又は​

​撤回することはできません。​

​ウ　入札者又は代理人は、本件入札について他の入札者の代理人を兼ねること​

​はできません。​

​(3) 開札日時、場所​

​ア　日時：令和８年７月１０日（金曜日）１０時３０分​

​イ　場所：札幌市中央区北１条西２丁目　札幌市役所６階　建設局会議室​

​ウ　開札にあたっての注意事項​

​(ア) 開札の立ち合い（会場への来場）は任意です。​

​(イ) 原則として参加者１者につき、１名までとします。​

​(4) 入札の無効​

​次のいずれかに該当する入札は無効とします。​

​ア　占用入札参加資格のない者のした入札​

​イ　入札占用計画に虚偽の記載をした者のした入札​

​ウ　指定の時刻までに提出しなかった入札​

​エ　所定の入札書によらない入札​

​オ　記名、押印を欠く入札​

​カ　入札者又はその代理人が１人で２枚以上の入札をした場合、そのすべての​

​入札​

​キ　入札者及びその代理人がそれぞれ入札した場合、その双方の入札​

​ク　委任状の提出がない代理人がした入札​

​ケ　入札金額、入札者の氏名その他主要部分が識別しがたい入札​

​コ　入札金額を訂正した入札​

​サ　入札金額が明らかに誤りと判断される入札​

​シ　入札に関し、不正な行為を行った者がした入札​

​(5) 入札の延期等​

​入札者(代理人が入札する場合にあっては代理人。以下同じ。)が連合し又は不​

​穏の挙動をするなどの場合であって、入札を公正に執行することができない状​
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​態にあると認められるときは、当該入札を延期し又はこれを取り止めることが​

​あります。​

​(6) 開札​

​開札は、入札者を立ち会わせて行います。やむを得ず入札者以外の者を立ち会​

​わせる場合には、委任状(様式９)を提出してください。ただし、入札者又はそ​

​の代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行​

​います。​

​ア　入札者は、開札時刻後に開札場に入場することはできません。​

​イ　入札者は、開札場に入場した後に、入札関係職員がやむを得ない事情があ​

​ると認めた場合を除き開札場を退場することはできません。​

​ウ　開札において、入札占用指針に定められた占用料の額の最低額以上の入札​

​がないときは、再度の入札を行います。この場合において、入札者は道路管​

​理者が定める時刻までに再度の入札書を提出してください。ただし、開札に​

​立ち会わなかった者は再度の入札に参加することはできません。​

​(7) 落札者の決定方法​

​ア　有効な入札を行った者のうち、入札占用指針に定められた占用料の額の最​

​低額以上であり、かつ最も高い占用料の額を申し出た者を落札者と決定しま​

​す。​

​イ　落札となるべき同額の入札をした者が２者以上あるときは、道路管理者​

​は、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定します。​

​ウ　当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事​

​務に関係のない職員にくじを引かせます。​

​(8) 落札者決定の通知、公表​

​落札者を決定したときは、落札者に対し、道路の占用の場所、落札額、入札占​

​用計画の認定予定日を通知します。また、市ホームページに入札の実施結果(道​

​路の占用の場所、開札結果(落札・不調等の別)、落札者(個人の場合は「個人」​

​とします。)、落札額)を公表します。​

​(9) 落札者決定の取消し​

​無効の入札を行った者を落札者としていた場合、落札者が落札者決定後の手続​

​を辞退した場合には、落札者決定を取り消します。​

​６　入札占用計画の認定​

​(1) 認定の公示及び通知​

​落札者が提出した入札占用計画を認定した場合、入札占用計画の認定日、認定​

​の有効期間、道路の占用の場所及び認定を受けた入札占用計画(以下「認定入札​
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​占用計画」という。)の提出者(個人の場合は「個人」とします。)等について、​

​事務所に備え付けるとともに、ホームページに掲載します。また、落札者に対​

​しては、入札占用計画の認定日、認定の有効期間、占用許可申請の手続きに関​

​する留意事項等を通知します。​

​なお、警察署との協議の結果等を踏まえ、入札占用計画を認定するにあたって​

​は、その内容の修正を求めることがあります。​

​(2) 認定入札占用計画の変更​

​災害等による道路状況の変化により入札対象施設等の構造を変更する場合、景​

​況による需要の変化により占用の期間を短縮する場合等、真にやむを得ない事​

​情により、認定入札占用計画を変更する必要がある場合には、変更の認定を受​

​ける必要があります。​

​また、周辺の交通実態等について当初予想されなかった変化があり、警察から​

​認定入札占用計画の変更を求められた場合に、当該計画の変更を求めることが​

​あります。​

​(3) 認定の取消​

​認定入札占用計画の提出者(以下「認定計画提出者」という。)に占用入札参加​

​資格がないことが明らかになった場合、認定計画提出者が無効の入札を行った​

​ことが明らかになった場合その他認定計画提出者が詐偽その他不正な手段によ​

​り認定を受けたと認められる場合には、当該認定を取り消します。​

​また、道路の管理上の事由その他公益上やむを得ない必要が生じた場合は、認​

​定を取り消すことがあります。​

​７　道路占用許可​

​(1) 占用許可申請手続​

​認定計画提出者は、当該計画に基づき、次の関係書類を添えて、道路占用許可​

​申請を行ってください。​

​ア　申請窓口​

​〒０６０－８６１１　札幌市中央区北１条西２丁目　札幌市役所６階​

​札幌市建設局総務部道路管理課路政係​

​電話：０１１－２１１－２４５２​

​イ　申請書類​

​(ア) 道路占用許可申請書​

​(イ) 認定された入札占用計画​

​(ウ) 入札占用計画認定通知(写し)​

​(エ) その他道路管理者が必要であると認める書類​

​ウ　申請期限​
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​(ア) 占用許可申請は、入札占用計画の認定日から 15 日以内に行ってくださ​

​い。​

​(イ) 特段の理由無く、占用許可の申請手続きを行わない場合は、入札占用計​

​画の認定を取り消すことがあります。​

​(2) 占用許可の条件​

​認定入札占用計画の提出者(以下「占用者」という。)は、別紙許可条件(資料​

​３)及び次の事項を遵守すること。​

​ア　占用範囲に他の占用物件(電柱、ケーブル、埋設管等)がある場合は、それ​

​ぞれの物件の管理者及び道路管理者と事前に協議し、必要な対策を講じるこ​

​と。​

​イ　道路等に関する点検及び工事に伴う占用物件（車両等の移転も含む）の移​

​転、改築、除却等の費用については占用者で負担すること。また、災害等によ​

​り道路管理者が緊急に必要と認めた場合は、占用物件の移転、除却等に速やか​

​に応じるとともに、その費用について負担すること。速やかに措置されず、道​

​路管理者が代行した場合もその費用は占用者において負担すること。​

​なお、休業等に伴う損失の保障は行わない（ただし、法令に規定がある場合​

​を除く）。​

​ウ　道路に関する維持管理又は工事を行うために道路管理者及びその受託業者​

​が占用区域内に立ち入ることを妨げないこと。​

​エ　占用期間満了時には、占用物件を占用者の負担で撤去し、道路管理者の指​

​示に従い原状に回復すること。​

​オ　占用物件の設置、維持管理又は警察署長等からの指導等の理由から、やむ​

​を得ず占用範囲外に物件を設置する場合は、道路管理者と協議し、別途占用許​

​可の申請を行うこと。占用料は、札幌市道路占用料条例に基づき徴収する。​

​※　占用許可時には、これ以外にも条件が追加されることがあります。​

​なお、占用許可の条件に違反した場合は、占用許可を取り消すことがありま​

​す。​

​(3) 占用許可の期間​

​認定した入札占用計画に記載された期間中、占用を認めます。ただし、５年ご​

​とに占用許可の更新の手続きが必要となります。更新に当たっては、事業継続​

​の意思確認を行うとともに、当該施設が道路構造に支障を生じさせていないこ​

​と及び許可条件違反が無いこと等を確認します。​

​(4) 占用料の額及び支払方法​

​ア　占用料の額は、認定入札占用計画の提出者が入札において申し出た額に入​

​札占用指針に定められた占用面積を乗じた額とします。​
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​イ　土地の価格の上昇等を踏まえて札幌市道路占用料条例に定める占用料の額​

​が改定され、落札額を上回った場合には、改定後の占用料の額を適用して徴収​

​します。​

​ウ　占用料の支払いは、占用を許可したときに当該年度分を支払い、次年度以​

​降においては、当該年度の占用料を毎会計年度４月３０日までに支払うものと​

​します。なお、支払方法は、札幌市が発行する納入通知書により納めるものと​

​します。​

​エ　年度途中での占用開始又は終了の場合は、同年度の占用料は月割計算とし​

​ます。​

​オ　指定された期日までに占用料が納付されない場合には、法第７３条に基づ​

​き延滞金を徴収する場合があります。​

​カ　既納の占用料は還付しません。​

​(5) 権利の譲渡等​

​ア　道路占用権の譲渡については、原則、一般承継の場合のみ認めるものとし​

​ます。また、利用者は、占用場所を道路管理者の許可なく他の者に転貸し、又​

​は担保に供してはなりません。​

​イ　利用者が住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅​

​滞なく、その旨を道路管理者に届け出なければなりません。​

​８　その他​

​(1) 書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計​

​量法によるものとします。​

​(2) 入札占用計画の作成、提出等に要する費用は、提出者の負担とします。​

​(3) 提出された入札占用計画の内容変更、差し替え及び再提出は認めません。ただ​

​し、 道路管理者から補正指示等を行う場合はこの限りではありません。​

​(4）提出された入札占用計画について、提出者に無断で二次的な使用をすることは​

​ありません。ただし、占用入札参加資格の確認のため、提出された書類及び個​

​人情報について、警察に提供することがあります。​

​(5) 認定した入札占用計画の内容については、行政機関の保有する情報の公開に関​

​する法律(平成 11 年法律第 42 号)において、行政機関が取得した文書につい​

​て、開示請求者からの開示請求があった場合は、当該企業等の権利や競争上の​

​地位等を害するおそれがないものについては、開示対象となる場合がありま​

​す。​
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​(6) 認定しなかった入札占用計画は、原則として返却いたしません。なお、返却を​

​希望する場合には、その旨を入札占用計画を提出する際に申し出てください。​
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